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はじめに
　皆さんは、「成年後見制度」をご存じですか？
過日、「成年後見人を務める弁護士が、預かり金
を着服」という新聞記事が出ていましたが、弁護
士といえば、社会的に責任ある立場でありながら
ひどい話であると感じた方もいたかと思います。
成年後見制度において成年後見人は、制度の根幹
を担う重要な仕事をするために裁判所から選任さ
れ、判断能力の充分ではない方の生活を支える大
切な役割を持つ人です。
　今回、この新聞記事をみて、成年後見制度につ
いて調べてみることにしました。

成年後見制度の創設
　「禁治産者」、「準禁治産者」という言葉を聞い
たことがある方もいると思いますが、「成年後見
制度」（以下「制度」といいます。）が導入される
以前は、判断能力が充分にない方はこのように呼
ばれ保護されていました。しかし、禁治産や準禁
治産の宣告を受けた場合は、その名称が戸籍に記
載されプライバシーが守られない、名称により差
別の対象となるなどの問題点がありました。その
ため、この問題を解消し判断能力の充分にない方
の権利を守る必要が生じ、平成12年に制度が創設
されました。折しも、同じ時期に介護保険が導入
されましたが、この制度によって判断能力の充分
にない人であっても、本人の意思を尊重した介護
保険サービスが受けられるようになりました。

制度の概要
　この制度は、家庭裁判所（以下「裁判所」とい
います。）が選任した後見人等（※１）が判断能
力の充分にない人（以下「被後見人等」といいま

す。）を法律的に支援し、生活の安定を維持する
ためのものです。被後見人等の対象者は、認知症
の高齢者、知的障害児（者）、精神障害者などです。
この被後見人等の意思を尊重し、かつ心身の状態
や生活状況に配慮しながら、本人に代わって財産
を管理したり必要な契約を結んだりする方を後見
人等と呼んでいます。
　この制度を利用するためには、裁判所に申し立
てを行い、裁判所が本人にとって最も適任だと思
われる方を後見人等として選任すると同時に、後
見等の内容が法務局に登記されることが必要で
す。この申し立ては、判断能力が不十分になる前
に自らが行う場合（任意後見制度）と判断能力が
不十分になってから親族などの周囲の方が行う場
合（法定後見制度）に分けられます。
　後見人等となる方は、一般的には自身の親族な
どが多く、その他には専門職といわれる弁護士、
司法書士、社会福祉士や法律・福祉に係る団体が
選任される場合も
あります。
　なお、法定後見
制度では、親族が
いない場合や親族
が申し立てを拒否
した場合などの際
に、親族に代わっ
て市町村長が申し
立てをすることも
可能です（「市町
村長申し立て」と
いいます）。
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制度の利用状況
　制度利用の対象となり得る方がどの位いるのか
調べてみました。厚生労働省では、認知症の高齢
者、知的障害児（者）、精神障害者など、制度の
対象となる方を推計値として公表しています。認
知症高齢者は、平成24年度の推計で約305万人、
知的障害児（者）及び精神障害者の数は、平成17
年度の推計でそれぞれ54.7万人、323.3万人となっ
ています。
　それでは、実際にこの制度をどのくらいの方が
利用しているのでしょうか。最高裁判所では、統
計として「成年後見関係事件の概況」を公表して
いますが、成年後見利用者数は、平成24年中（１
月から12月）で16.6万人あまりにすぎません。
　対象となり得る方のすべてが、制度を利用しな
ければならないほど判断能力が低下しているわけ
ではありませんが、それでも利用状況はかなり低
いと推測できます。その原因のひとつとして、後
見人等を務める方の人数が足りないこともあるの
ではないかと考えました。
　そこで、実際の利用状況を確認するために立川
市社会福祉協議会の現状を聞いてみました。

　制度を支える取組が重要
　立川市社会福祉協議会は、制度が必要な方に対
する利用促進に当初から取り組んでおり、そのた
めの組織として「地域あんしんセンターたちかわ」

（以下「センター」といいます。）を設置していま
す。まず、制度の利用者が少ない要因として考え
られることは、以下のとおりでした。

①裁判所への申請ということに対して抵抗感
があること。

②様々な書類を揃えることなど手続きが煩雑
であること。

③制度を利用しなくても親族などの支援だけ
で十分であるといった認識があること。

　これらの課題を解消し、制度の利用促進につな
げるための方策として、センターでは、行政との
協力により、申し立て費用や後見人報酬などの支
援のほか市長申し立てを積極的に実施しているそ
うです。
　後見人等への支援としては、連絡会を開催し後
見人等に対して福祉サービスの案内などの情報提

供を行ったり、親族の後見人等からの相談を受け
付けたりしています。
　当初想定した後見人等が足りないという状況は
感じておらず、上記のように制度運営のための支
援策が重要であるという考えでした。
　また、センター自身が、弁護士や社会福祉士な
ど多方面に精通した人材を確保していることや継
続性が担保されているといった強みを生かして、
法人としても後見人等を受任しており、利用者の
支援に努めているということでした。
　この法人後見の実施に当たっては、センターに
所属する後見支援員の養成も行っています。後見
支援員は、主に市民の方を対象に後見業務を担え
るよう養成した上で、センターに所属する形を
とっています。
　これらの取組を行うためには、行政との係わり
が重要と考えており、そのために行政とセンター
の役割分担を明確にし、互いに密接に連携を取り
合うなどをしています。また、この２者に加えて
福祉サービスの面も考慮して地域包括支援セン
ター（※２）を加えた３者による連携体制を整え
ることにより、立川市全域において有効な支援体
制が構築できているということでした。

最後に
　成年後見制度は、住み慣れた地域で、誰もが自
分らしく安心して暮らしていくために必要な制度
であることを改めて再認識することができまし
た。この制度を必要な方が安心して利用するため
には、やはり後見人等の持つ役割がとても重要で
あることがわかりました。各市町村でも、様々な
取組を行っていることとは思いますが、後見人等
に対する支援を充実させることにより今後も成年
後見制度が適正に活用されることを期待します。

※１：「後見人」の他に「保佐人」「補助人」がいます。判断能力
に応じて、呼び方が異なります。

※２：介護保険法で定められた、地域住民の保健・福祉・医療の向上、
虐待防止、介護予防マネジメントなどを行う機関
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